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面会回数緩和のお知らせ 

 

 平素は感染症予防にご協力頂きまして誠にありがとうございます。4月 7日（月）より

面会のルールを一部緩和させていただきます。なお、今後も感染症等の状況によりまして

面会を急遽中止させて頂く場合がありますことをご了承下さい。 

 

項目 面会内容 

面会時間 

10：00～11：30   13：30～16：00   

午前は 11:30、午後は 16:00までに面会を終えるようにお願いします。 

※入浴曜日・時間帯を避けてください。予約は不要です。 

※ 週末は混み合いますので平日をお勧めします。 

面会回数 1週間に 4 回まで（1入居者様につき） 

面会条件 

① 面会者様に直近 1週間、発熱・喉の痛み・咳・鼻水・頭痛・ 

体のだるさ等の風邪症状がないこと 

② 同居の家族様や身近な人に①のような体調不良者がいないこと 

③ 面会前に手指消毒を必ず実施して下さい。 

④ 面会者様自身で不織布マスクを持参し、鼻と口をおおって下さい。 

また、面会中はマスクを外さないで下さい。 

面会人数 

1回につき4 人まで（1入居者様につき 1週間に 4回まで） 

※ マスクを適切に着用できる方 

※ 家族様間での調整をお願いします。 

面会時間 30分以内 

面会場所 入居者様の居室（居室入口は開放させていただきます） 

外出・外泊 禁止 

面会中の飲食 

入居者様、面会者様ともに飲食禁止です。  

※ 差入れは、入居者様への手渡しではなく、栄養士までお願いします。 

※ 季節により、生もの等はお断りします。事前にご相談下さい。 

 


